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公布された条例のあらまし

◇鳥取県税条例の一部を改正する条例

１ 条例の改正理由 

次の事項を主な内容とする地方税法の一部改正及び道路運送車両法の一部改正に伴い、所要の改正を行う。 

(１) 個人県民税に係る寡婦（寡夫）控除の見直し及び生計を一にする子（前年の総所得金額等が48万円以下

の者に限る。）を有する単身者に係るひとり親控除の創設 

(２) 送配電部門の法的分離等に伴う電気供給業（発電事業及び小売電気事業に限る。）に係る法人事業税の

課税方式及び税率の見直し 

(３) 法人税における連結納税制度からグループ通算制度への移行に伴う法人県民税及び法人事業税に係る調

整規定の整備 

(４) 軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し

(５) 国際競技大会のゴルフ競技又はその公式の練習若しくは国民体育大会の公式の練習のためのゴルフ場の

利用に対する非課税措置の拡大 

(６) 延滞金等の割合の引下げ

２ 条例の概要 

(１) 個人県民税に関する事項

所得控除について、寡婦控除（現行 寡婦（寡夫）控除）に改め、ひとり親控除を加える。

(２) 法人県民税に関する事項

令和４年４月１日以後に開始する事業年度に係る法人県民税について、法人税が連結納税制度からグルー

プ通算制度に移行することに伴い、所要の規定の整備を行う。 

(３) 法人事業税に関する事項

ア 電気供給業のうち、発電事業及び小売電気事業に係る税額について、特別法人等の一部の法人を除き、

資本金又は出資金の額が１億円を超える法人にあっては、収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額

（現行 収入割額）とし、資本金又は出資金の額が１億円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法

人にあっては、収入割額及び所得割額の合算額（現行 収入割額）とし、その税率を変更する。

イ 令和４年４月１日以後に開始する事業年度に係る法人事業税について、法人税が連結納税制度からグル

ープ通算制度に移行することに伴い、所要の規定の整備を行う。

(４) 県たばこ税に関する事項

県たばこ税の申告書の添付書類について定めた規定中引用する地方税法の条項を改める。

(５) ゴルフ場利用税に関する事項

国民体育大会の公式練習のための利用が非課税とされることに伴い、同利用に対するゴルフ場利用税の税

率の特例の規定を廃止する。 

(６) 延滞金の割合の引下げに関する事項

ア 延滞金の割合の特例を適用する場合の延滞金の割合の名称を延滞金特例基準割合に改める。

イ 法人県民税及び法人事業税の納期限の延長の場合の延滞金については、平均貸付割合に0.5％を加えた

割合とする。 

(７) 環境性能割の申告納付等について定めた規定中引用する道路運送車両法の用語を改める。

(８) その他所要の規定の整備を行う。

(９) 施行期日等

ア 施行期日は、令和２年４月１日とする。ただし、次に掲げる事項は、それぞれに定める日とする。

(ア) (１)及び(６)に関する事項 令和３年１月１日

(イ) (２)及び(３)イに関する事項 令和４年４月１日

(ウ) (７)に関する事項 道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第14号）附則第１条第６

号に掲げる規定の施行の日 
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(エ) (８)に関する事項 公布の日

イ 所要の経過措置を講ずる。

◇鳥取県債権回収計画等に関する条例の一部を改正する条例

１ 条例の改正理由 

効率的な債権回収を行うため、債権の管理により収集した滞納者の情報の取扱いについて定める。 

２ 条例の概要 

(１) 実施機関は、県の債権のうち法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することが

できるもの（以下「強制徴収公債権」という。）について、履行期限までに履行しない者があるときは、当

該強制徴収公債権の管理に必要な範囲内において、当該強制徴収公債権以外の強制徴収公債権及び県の債権

のうち強制徴収公債権以外のもの（以下「非強制徴収債権」という。）並びに地方税法に規定する地方団体

の徴収金に係る債権の管理により収集した情報を利用し、又は他の実施機関に提供することができるものと

する。 

(２) 実施機関は、非強制徴収債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、当該非強制徴収債

権の管理に必要な範囲内において、当該非強制徴収債権以外の非強制徴収債権の管理により収集した情報を

利用し、又は他の実施機関に提供することができるものとする。 

(３) その他所要の規定の整備を行う。

(４) 施行期日は、令和２年４月１日とする。

◇鳥取県職員定数条例の一部を改正する条例

１ 条例の改正理由 

職員の定数管理を適切に行うため、知事の事務部局の職員等の定数を定める。 

２ 条例の概要 

(１) 次のとおり職員の定数を改める。

区 分 
定 数 

改正後 現 行 

知事の事務部局の職員 2,817人 2,821人 

一般会計支弁に係る職員 2,807人 2,811人 

教育委員会の事務局及び学校その他の教育機関の職員 2,228人 2,244人 

県立学校の職員 2,027人 2,045人 

県立学校の職員以外の職員 201人 199人 

監査委員事務局 13人 14人 

企業局の職員 56人 59人 

県費負担教職員 4,024人 4,029人 

(２) 施行期日は、令和２年４月１日とする。

◇鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例

１ 条例の改正理由 

職員を派遣することにより、業務の円滑な実施の確保を通じて地域の振興、住民の生活の向上等に関する

諸施策の推進を図るため、職員を派遣する公益的法人等を追加する。 

２ 条例の概要 

(１) 公益的法人等の業務にその役職員として専ら従事させるための職員の派遣先に、公益社団法人2025年日

本国際博覧会協会、公益社団法人全国自治体病院協議会及び地方税共同機構を加える。 

(２) 施行期日は、令和２年４月１日とする。
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◇鳥取県附属機関条例の一部を改正する条例

１ 条例の改正理由 

県行政に関する調査審議を行う附属機関について、廃止及び所掌の見直しを行う。 

２ 条例の概要 

(１) 知事の附属機関のうち設置目的を達成した鳥取県新鳥取県史編さん委員会を廃止する。

(２) 知事の附属機関のうち鳥取県死因究明等推進協議会について調査審議する事項を改める。

(３) 施行期日は令和２年４月１日とする。

◇職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例

１ 条例の改正理由 

地方公務員法の一部が改正され、会計年度任用職員に関する制度が設けられたことに伴い、会計年度任用職

員の服務の宣誓について、それぞれの任用形態及び任用手続に応じた方法によることができるよう、所要の改

正を行う。 

２ 条例の概要 

(１) 会計年度任用職員の服務の宣誓について、任命権者は別段の定めをすることができるものとする。

(２) 施行期日は、令和２年４月１日とする。

◇職員の特殊勤務手当に関する条例及び警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

１ 条例の改正理由 

勤務の特殊性についての状況に鑑み、職員及び警察職員に支給する特殊勤務手当について所要の改正を行

う。 

２ 条例の概要 

(１) 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正

ア 困難折衝等業務手当の支給対象に、児童福祉法の規定による一時保護解除後の児童の安全を確保する業

務を加える。

イ 皆成学園に勤務する職員のうち児童の生活指導を本務とする保育士（夜間における生活指導業務を行わ

ない者を除く。）が生活指導業務に従事したときの児童生活支援業務手当を、１月につき22,000円（現行

11,000円）に引き上げる。 

ウ 電離放射線障害防止規則第３条第１項第１号に規定する区域において職員が放射線を照射する作業に従

事したときの放射線取扱手当を、１日につき300円支給する。

(２) 警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正

天皇等の身辺警護手当の支給の対象となる側近警衛の対象者に、上皇、上皇后、皇嗣及び皇嗣妃を加え

る。 

(３) 施行期日は、公布の日とする(２)を除き、令和２年４月１日とする。
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条 例

鳥取県税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和２年３月27日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

鳥取県条例第８号 

鳥取県税条例の一部を改正する条例 

第１条 鳥取県税条例（平成13年鳥取県条例第10号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正す

る。 

改 正 後 改 正 前 

（納期限後に納付又は納入する税金又は納入金に係

る延滞金） 

第９条 納税者又は特別徴収義務者は、納期限（納

期限の延長があった場合においては、その延長さ

れた納期限とする。以下この条において同じ。）後

にその税金を納付し、又はその納入金を納入する

場合においては、当該税額又は納入金額にその納

期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日

数に応じ、年14.6パーセントの割合（次の表の左

欄に掲げる税目の同表の中欄に掲げる税額にあっ

ては、それぞれ同表の右欄に定める期間について

の割合は、年7.3パーセントとする。）を乗じて計

算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書

若しくは納税通知書によって納付し、又は納入書

によって納入しなければならない。 

２～５ 略 

 略 

(３) 法人

の事業税 

 略 

イ 法第72条の25第13

項、第72条の26第４項

又は第72条の28第２

項、第72条の29第２項

若しくは第４項におい

て準用する法第72条の

25第13項の申告書でそ

の提出期限までに提出

したものに係る税額 

 略 

 略 

 略 

（納期限後に納付又は納入する税金又は納入金に係

る延滞金） 

第９条 納税者又は特別徴収義務者は、納期限（納

期限の延長があった場合においては、その延長さ

れた納期限とする。以下この条において同じ。）後

にその税金を納付し、又はその納入金を納入する

場合においては、当該税額又は納入金額にその納

期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日

数に応じ、年14.6パーセントの割合（次の表の左

欄に掲げる税目の同表の中欄に掲げる税額にあっ

ては、それぞれ同表の右欄に定める期間について

の割合は、年7.3パーセントとする。）を乗じて計

算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書

若しくは納税通知書によって納付し、又は納入書

によって納入しなければならない。 

２～５ 略 

 略 

(３) 法人

の事業税 

 略 

イ 法第72条の25第11

項、第72条の26第４項

又は第72条の28第２

項、第72条の29第２項

若しくは第４項におい

て準用する法第72条の

25第11項の申告書でそ

の提出期限までに提出

したものに係る税額 

 略 

 略 

 略 

（事業税の納税義務者等） 

第54条 法人の行う事業に対する事業税は、法人の

（事業税の納税義務者等） 

第54条 法人の行う事業に対する事業税は、法人の
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行う事業に対し、次の表の事業の欄に掲げる事業

の区分に応じ、それぞれ同表の額の欄に定める額

によって、その事業を行う法人に課する。 

事業 額 

(１) (２)

及び(３)

に掲げる

事業以外

の事業 

 略 

イ 法第72条の４第

１項各号に掲げる

法人、法第72条の

５第１項各号に掲

げる法人、特別法

人（法第72条の24

の７第６項に規定

する特別法人をい

う。以下この節に

おいて同じ。）、法

第72条の２第４項

に規定する人格の

ない社団等、同条

第５項に規定する

みなし課税法人、

同条第１項第１号

ロに規定する投資

法人、同号ロに規

定する特定目的会

社並びに一般社団

法人（非営利型法

人（法人税法第２

条第９号の２に規

定する非営利型法

人をいう。以下こ

の号において同

じ。）に該当する

ものを除く。）及

び一般財団法人

（非営利型法人に

該当するものを除

く。）並びにこれ

らの法人以外の法

人で資本金の額若

しくは出資金の額

が１億円以下のも

の又は資本若しく

は出資を有しない

もの（以下この節

において「外形標

 略 

行う事業に対し、次の表の事業の欄に掲げる事業

の区分に応じ、それぞれ同表の額の欄に定める額

によって、その事業を行う法人に課する。 

事業 額 

(１) (２)

に 掲 げ る

事 業 以 外

の事業 

 略 

イ 法第72条の４第

１項各号に掲げる

法人、法第72条の

５第１項各号に掲

げる法人、特別法

人（法第72条の24

の７第５項に規定

する特別法人をい

う。以下この節に

おいて同じ。）、法

第72条の２第４項

に規定する人格の

ない社団等、同条

第５項に規定する

みなし課税法人、

同条第１項第１号

ロに規定する投資

法人、同号ロに規

定する特定目的会

社並びに一般社団

法人（非営利型法

人(法人税法第２

条第９号の２に規

定する非営利型法

人をいう。以下こ

の号において同

じ。）に該当する

ものを除く。）及

び一般財団法人

（非営利型法人に

該当するものを除

く。）並びにこれ

らの法人以外の法

人で資本金の額若

しくは出資金の額

が１億円以下のも

の又は資本若しく

は出資を有しない

もの（次条第１項

の表において「外

 略 
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準課税対象外法

人」という。） 

(２) 電気

供 給 業

（(３)に

掲げる事

業 を 除

く。）、ガ

ス供給業

（法第 72

条の２第

１項第２

号に規定

するガス

供給業を

いう。以

下この節

において

同じ。)及

び保険業

（貿易保

険の事業

を含む。

以下この

節におい

て同じ。） 

収入割額 

形標準課税対象外

法人」という。） 

(２)  電気

供 給 業 、

ガ ス 供 給

業 （ ガ ス

事 業 法

（ 昭 和 29

年 法 律 第

51 号 ） 第

２ 条 第 ５

項 に 規 定

す る 一 般

ガ ス 導 管

事 業 及 び

同 条 第 ７

項 に 規 定

す る 特 定

ガ ス 導 管

事 業 以 外

の も の の

う ち 、 同

条 第 10 項

に 規 定 す

る ガ ス 製

造 事 業 者

及 び 電 気

事 業 法 等

の 一 部 を

改 正 す る

等 の 法 律

（ 平 成 27

年 法 律 第

47 号 ） 附

則 第 22 条

第 １ 項 に

規 定 す る

旧 一 般 ガ

ス み な し

ガ ス 小 売

事 業 者

（ 同 項 の

義 務 を 負

う 者 に 限

る。）以外

収入割額 
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(３) 電気

供給業の

うち、小

売電気事

業等（法

第 72条の

２第１項

第３号に

規定する

小売電気

事業等を

いう。以

下この節

において

同じ。）及

び発電事

業等（同

号に規定

する発電

事業等を

いう。以

下この節

において

同じ。） 

ア 外形標準課税対

象法人 

収 入 割

額、付加

価値割額

及び資本

割額の合

算額 

イ 外形標準課税対

象外法人 

収入割額

及び所得

割額の合

算額 

２～５ 略 

（法人の事業税の課税標準） 

第55条 法人の行う事業に対する事業税の課税標準

は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定めるものによる。 

の 者 が 行

う も の を

除 く 。 以

下 こ の 節

に お い て

同じ。）及

び 保 険 業

（ 貿 易 保

険 の 事 業

を 含 む 。

以 下 こ の

節 に お い

て同じ。） 

２～５ 略 

（法人の事業税の課税標準） 

第55条 法人の行う事業に対する事業税の課税標準

は、次の表の事業の欄に掲げる事業の区分に応

じ、それぞれ同表の課税標準の欄に定めるものに

よる。 

事業 課税標準 
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(１) 付加価値割 各事業年度の付加価値額

(２) 資本割 各事業年度の資本金等の額

(３) 所得割 各事業年度の所得

(４) 収入割 各事業年度の収入金額

２ 略 

(１) (２)

に掲げる

事業以外

の事業 

外形標準

課税対象

法人 

付 加 価

値割 

各事業年

度の付加

価値額 

資本割 各事業年

度の資本

金等の額 

所得割 各事業年

度の所得 

外形標準

課税対象

外法人 

所得割 各事業年

度の所得 

(２) 電気

供給業、

ガス供給

業及び保

険業 

収入割 各事業年

度の収入

金額 

２ 略 

（法人の事業税の税率） 

第58条 略 

２ 次項から第５項までに掲げる法人以外の法人の

事業税の額は、次の表の事業の欄に掲げる事業ご

とに、同表の法人の欄に掲げる法人の区分に応

じ、それぞれ同表の金額の欄に掲げる金額に同表

の税率の欄に定める税率を乗じて得た金額の合計

額とする。 

（法人の事業税の税率） 

第58条 略 

２ 次項から第５項までに掲げる法人以外の法人の

事業税の額は、次の表の事業の欄に掲げる事業ご

とに、同表の法人の欄に掲げる法人の区分に応

じ、それぞれ同表の金額の欄に掲げる金額に同表

の税率の欄に定める税率を乗じて得た金額の合計

額とする。 

事業 法人 金額 税率 

(１) (２)

及び(３)

に掲げる

事業以外

の事業 

 略 

(２) 電気

供 給 業

（(３)に

掲げる事

業 を 除

く。）、ガ

ス供給業

及び保険

電気供給業

（小売電気

事業等及び

発電事業等

を除く。）、

ガス供給業

及び保険業

を行う法人 

各 事 業

年 度 の

収 入 金

額 

100分の

１ 

事業 法人 金額 税率 

(１) (２)

に掲げる

事業以外

の事業 

 略 

(２) 電気

供給業、

ガス供給

業及び保

険業 

電 気 供 給

業、ガス供

給業及び保

険業を行う

法人 

各 事 業

年 度 の

収 入 金

額 

100分の

１ 
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業 

(３) 電気

供給業の

うち小売

電気事業

等及び発

電事業等 

外形標準課

税対象法人

（受託法人

を除く。） 

各 事 業

年 度 の

収 入 金

額 

100分の

0.75 

各 事 業 

年 度 の

付 加 価

値額 

100分の 

の0.37 

各 事 業

年 度 の

資 本 金

等の額 

100分の

0.15 

外形標準課

税対象法人

（受託法人

に限る。） 

各 事 業

年 度 の

収 入 金

額 

100分の

0.75 

外形標準課

税対象外法

人 

各 事 業

年 度 の

収 入 金

額 

100分の

0.75 

各 事 業

年 度 の

所 得 の

金額 

100分の

1.85 

３ 略 

４ 租税特別措置法第68条第１項の規定に該当する

法人の同項に規定する各事業年度に係る法人の事

業税の額は、第２項の規定にかかわらず、次の表

の事業の欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ

同表の金額の欄に掲げる金額に同表の税率の欄に

定める税率を乗じて得た金額の合計額とする。 

事業 金額 税率 

(１) (２)及び(３)

に掲げる事業以外

の事業 

 略 

(２)  電気供給業

（(３)に掲げる事

業を除く。）、ガス

供給業及び保険業 

各事業年度

の収入金額 

100分の１ 

(３) 電気供給業の

うち小売電気事業

等及び発電事業等 

各事業年度

の収入金額 

100 分 の

0.75 

各事業年度

の所得の金

100 分 の

1.85 

３ 略 

４ 租税特別措置法第68条第１項の規定に該当する

法人の同項に規定する各事業年度に係る法人の事

業税の額は、第２項の規定にかかわらず、次の表

の事業の欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ

同表の金額の欄に掲げる金額に同表の税率の欄に

定める税率を乗じて得た金額の合計額とする。 

事業 金額 税率 

(１) (２)に掲げる

事業以外の事業 

 略 

(２) 電気供給業、

ガス供給業及び保

険業 

各事業年度

の収入金額 

100分の１ 
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額 

５ 略 

（法人の事業税の申告納付） 

第60条 事業税の納税義務がある法人は、各事業年

度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金

額につき次の表の法人の欄に掲げる区分に応じ、

それぞれ同表の期間の欄に定める期間内に法第72

条の25第13項の総務省令で定める様式による申告

書を知事に提出し、及びその税額を納付書によっ

て納付しなければならない。 

 略 

（住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標

準の特例に関する申告） 

第88条 略 

２ 略 

３ 法附則第11条第８項の規定により読み替えて適

用される法第73条の14第１項の規定の適用を受け

ようとする者が提出する第１項の申告書には、当

該住宅が長期優良住宅の普及の促進に関する法律

（平成20年法律第87号）第10条第２号に規定する

認定長期優良住宅であることを証明する書類を添

付しなければならない。 

４ 法附則第11条第11項の規定により読み替えて適

用される法第73条の14第１項の規定の適用を受け

ようとする者が提出する第１項の申告書には、当

該住宅が高齢者の居住の安定確保に関する法律

（平成13年法律第26号）第７条第１項の登録を受

けた同法第５条第１項に規定するサービス付き高

齢者向け住宅である貸家住宅（その全部又は一部

が専ら住居として貸家の用に供される家屋をい

う。）で法附則第11条第11項の施行令で定めるも

のであることを証明する書類を添付しなければな

らない。 

５ 第84条第１項の申告書を提出する者で、法第73

条の14第１項（法附則第11条第８項又は第11項の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）又

は第３項の規定の適用を受けようとするものは、

当該住宅の取得につきこれらの規定の適用がある

べき旨を付記した第84条第１項の申告書を提出す

ることにより、第１項の申告書の提出に代えるこ

とができる。この場合において、法第73条の14第

３項の規定の適用を受けようとする者にあっては

第２項の書類を、法附則第11条第８項の規定によ

５ 略 

（法人の事業税の申告納付） 

第60条 事業税の納税義務がある法人は、各事業年

度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金

額につき次の表の法人の欄に掲げる区分に応じ、

それぞれ同表の期間の欄に定める期間内に法第72

条の25第11項の総務省令で定める様式による申告

書を知事に提出し、及びその税額を納付書によっ

て納付しなければならない。 

 略 

（住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標

準の特例に関する申告） 

第88条 略 

２ 略 

３ 法附則第11条第９項の規定により読み替えて適

用される法第73条の14第１項の規定の適用を受け

ようとする者が提出する第１項の申告書には、当

該住宅が長期優良住宅の普及の促進に関する法律

（平成20年法律第87号）第10条第２号に規定する

認定長期優良住宅であることを証明する書類を添

付しなければならない。 

４ 法附則第11条第12項の規定により読み替えて適

用される法第73条の14第１項の規定の適用を受け

ようとする者が提出する第１項の申告書には、当

該住宅が高齢者の居住の安定確保に関する法律

（平成13年法律第26号）第７条第１項の登録を受

けた同法第５条第１項に規定するサービス付き高

齢者向け住宅である貸家住宅（その全部又は一部

が専ら住居として貸家の用に供される家屋をい

う。）で法附則第11条第12項の施行令で定めるも

のであることを証明する書類を添付しなければな

らない。 

５ 第84条第１項の申告書を提出する者で、法第73

条の14第１項（法附則第11条第９項又は第12項の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）又

は第３項の規定の適用を受けようとするものは、

当該住宅の取得につきこれらの規定の適用がある

べき旨を付記した第84条第１項の申告書を提出す

ることにより、第１項の申告書の提出に代えるこ

とができる。この場合において、法第73条の14第

３項の規定の適用を受けようとする者にあっては

第２項の書類を、法附則第11条第９項の規定によ
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り読み替えて適用される法第73条の14第１項の規

定の適用を受けようとする者にあっては第３項の

書類を、法附則第11条第11項の規定により読み替

えて適用される法第73条の14第１項の規定の適用

を受けようとする者にあっては前項の書類を、第

84条第１項の申告書に添付しなければならない。 

（たばこ税の申告納付） 

第120条 略 

２ 前項の申告書には、法第74条の10第１項の総務

省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添

付しなければならない。 

(１) 法第74条の６第３項に規定する書類

(２)・(３) 略

３～５ 略 

（ゴルフ場利用税の税率の特例） 

第127条 次に掲げる者に係るゴルフ場の利用に対し

て課するゴルフ場利用税の税率は、前条第１項及

び第２項の規定にかかわらず、同条第１項又は第

２項に規定する税率の２分の１とする。 

(１)・(２) 略

(３) スポーツ基本法（平成23年法律第78号）第

26条第１項に規定する国民体育大会に準ずる競

技会として知事が指定したもの（以下「国民体

育大会に準ずる競技会」という。）に参加する

プロゴルファー以外の選手（国民体育大会に準

ずる競技会の競技及び当該国民体育大会に準ず

る競技会について指定された練習日における練

習のためにゴルフ場を利用する場合に限る。） 

２・３ 略 

（自動車税の課税免除） 

第137条 略 

２ 次の各号のいずれかに該当する自動車に対して

は、種別割を課さない。ただし、第４号から第11

号までに規定する自動車にあっては、知事の承認

を受けたものに限る。 

(１)～(５) 略 

(６) 次に掲げる事業を営む法人が所有する自動

り読み替えて適用される法第73条の14第１項の規

定の適用を受けようとする者にあっては第３項の

書類を、法附則第11条第12項の規定により読み替

えて適用される法第73条の14第１項の規定の適用

を受けようとする者にあっては前項の書類を、第

84条第１項の申告書に添付しなければならない。 

（たばこ税の申告納付） 

第120条 略 

２ 前項の申告書には、法第74条の10第１項の総務

省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添

付しなければならない。 

(１) 法第74条の６第２項に規定する書類

(２)・(３) 略

３～５ 略 

（ゴルフ場利用税の税率の特例） 

第127条 次に掲げる者に係るゴルフ場の利用に対し

て課するゴルフ場利用税の税率は、前条第１項及

び第２項の規定にかかわらず、同条第１項又は第

２項に規定する税率の２分の１とする。 

(１)・(２) 略

(３) スポーツ基本法（平成23年法律第78号）第

26条第１項に規定する国民体育大会（以下「国

民体育大会」という。）及びその予選会につい

て指定された練習日における練習のためにゴル

フ場を利用するプロゴルファー以外の選手

(４) 国民体育大会に準ずる競技会として知事が

指定したもの（以下「国民体育大会に準ずる競

技会」という。）に参加するプロゴルファー以

外の選手（国民体育大会に準ずる競技会の競技

及び当該国民体育大会に準ずる競技会について

指定された練習日における練習のためにゴルフ

場を利用する場合に限る。） 

２・３ 略 

（自動車税の課税免除） 

第137条 略 

２ 次の各号のいずれかに該当する自動車に対して

は、種別割を課さない。ただし、第４号から第11

号までに規定する自動車にあっては、知事の承認

を受けたものに限る。 

(１)～(５) 略 

(６) 次に掲げる事業を営む法人が所有する自動
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車でその事業において専ら原材料の搬入、成果

品の搬出又は利用者の移動（当該事業の用に供

する施設の外の場所において訓練、就労又は実

習を行うためのものに限る。）の用に供するも

の 

ア～ウ 略

エ 障害者総合支援法第５条第27項に規定する

地域活動支援センターのうち生産活動その他

の活動の機会の提供を通じて就労に必要な知

識及び能力又は生活能力の向上を図るものを

運営する事業 

(７)～(11) 略 

（環境性能割に係る更正、決定等に関する通知） 

第137条の15 法第168条第４項の規定による更正又

は決定の通知、法第171条第６項の規定による過少

申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及

び法第172条第５項の規定による重加算金額の決定

の通知は、規則で定める通知書によって行う。 

車でその事業において専ら原材料の搬入、成果

品の搬出又は利用者の移動（当該事業の用に供

する施設の外の場所において訓練、就労又は実

習を行うためのものに限る。）の用に供するも

の 

ア～ウ 略

エ 障害者総合支援法第５条第25項に規定する

地域活動支援センターのうち生産活動その他

の活動の機会の提供を通じて就労に必要な知

識及び能力又は生活能力の向上を図るものを

運営する事業 

(７)～(11) 略 

（環境性能割に係る更正、決定等に関する通知） 

第137条の15 法第168条第４項の規定による更正又

は決定の通知、法第170条第６項の規定による過少

申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及

び法第172条第５項の規定による重加算金額の決定

の通知は、規則で定める通知書によって行う。 

第２条 鳥取県税条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正す

る。 

改 正 後 改 正 前 

（延滞金の割合の特例） 

第10条 当分の間、前条に規定する延滞金の年14.6

パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、

同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準

割合（平均貸付割合（租税特別措置法（昭和32年

法律第26号）第93条第２項に規定する平均貸付割

合をいう。次項において同じ。）に年１パーセント

の割合を加算した割合をいう。以下この条におい

て同じ。）が年7.3パーセントの割合に満たない場

合には、その年中においては、年14.6パーセント

の割合にあってはその年における延滞金特例基準

割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合と

し、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金

特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した

割合（当該加算した割合が年7.3パーセントの割合

を超える場合には、年7.3パーセントの割合）とす

る。 

（延滞金の割合の特例） 

第10条 当分の間、各年の特例基準割合（当該年の

前年に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第

93条第２項の規定により告示された割合に年１ 

パーセントの割合を加算した割合をいう。）が年

7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年

中の延滞金に係る次の表の左欄に掲げる規定の適

用については、これらの規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

前

条

第

年14.6

パーセ

ントの

次条に規定する特例基準割合に年

7.3パーセントの割合を加算した

割合 
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２ 当分の間、前条第１項の表の左欄(１)の同表の

中欄オ及びカ並びに同表の左欄(３)の同表の中欄

オに掲げる税額に係る延滞金の年7.3パーセントの

割合は、同条及び前項の規定にかかわらず、各年

の平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算し

た割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合に

は、その年中においては、その年における当該加

算した割合とする。 

（所得控除） 

第23条 所得割の課税標準の算定に当たっては、法

第34条の定めるところにより、雑損控除額、医療

費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等

掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除

額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除

額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別

控除額、扶養控除額又は基礎控除額を、それぞれ

前年の所得について算定した総所得金額、退職所

得金額又は山林所得金額から控除する。 

１

項 

割合 

税額に

あって

は、そ

れぞれ

同表の

右欄に

定める

期間に

ついて

の割合

は 年

7.3 パ

ーセン

ト 

税額（同表の左欄(１)の同表の中

欄オ及びカ並びに同表の左欄(３)

の同表の中欄オに掲げる税額を除

く。）にあっては、それぞれ同表

の右欄に定める期間については当

該特例基準割合に年１パーセント

の割合を加算した割合（当該加算

した割合が年7.3パーセントを超

えるときは、年7.3パーセントの

割合）とし、同表の左欄(１)の同

表の中欄オ及びカ並びに同表の左

欄(３)の同表の中欄オに掲げる税

額にあっては、それぞれ同表の右

欄に定める期間については当該特

例基準割合 

前

条

第

２

項 

年14.6

パーセ

ント

次条に規定する特例基準割合に年

7.3パーセントの割合を加算した

割合 

年 7.3

パーセ

ント）

の割合 

当該特例基準割合に年１パーセン

トの割合を加算した割合（当該加

算した割合が年7.3パーセントを

超えるときは、年7.3パーセント

の割合）） 

（所得控除） 

第23条 所得割の課税標準の算定に当たっては、法

第34条の定めるところにより、雑損控除額、医療

費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等

掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除

額、障害者控除額、寡婦（寡夫）控除額、勤労学

生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶

養控除額又は基礎控除額を、それぞれ前年の所得

について算定した総所得金額、退職所得金額又は

山林所得金額から控除する。 

第３条 鳥取県税条例の一部を次のように改正する。 
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正す

る。 

改 正 後 改 正 前 

（知事権限の委任） 

第４条 法、施行令、総務省令、この条例及び合衆

国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動

車税の徴収の特例に関する条例（昭和29年鳥取県

条例第27号）に規定する徴収金の賦課徴収及び過

料に関する知事の権限に属する事務は、次に掲げ

る事項を除くほか、課税地を所管する県税事務所

長に委任する。 

(１) 略

(２) 法第58条第４項の規定による主たる事務所

又は事業所を他の都道府県に有する法人の法人

税額の分割の基準となる従業者数の修正の請求

に関する事項 

(３)～(８) 略 

２～４ 略 

（納期限後に納付又は納入する税金又は納入金に係

る延滞金） 

第９条 納税者又は特別徴収義務者は、納期限（納

期限の延長があった場合においては、その延長さ

れた納期限とする。以下この条において同じ。）後

にその税金を納付し、又はその納入金を納入する

場合においては、当該税額又は納入金額にその納

期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日

数に応じ、年14.6パーセントの割合（次の表の左

欄に掲げる税目の同表の中欄に掲げる税額にあっ

ては、それぞれ同表の右欄に定める期間について

の割合は、年7.3パーセントとする。）を乗じて計

算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書

若しくは納税通知書によって納付し、又は納入書

によって納入しなければならない。 

(１) 法

人 の 県

民税 

 略 

イ 法第53条第

１項、第２項

又は第31項の

申告書でその

提出期限まで

に提出したも

のに係る税額 

 略 

（知事権限の委任） 

第４条 法、施行令、総務省令、この条例及び合衆

国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動

車税の徴収の特例に関する条例（昭和29年鳥取県

条例第27号）に規定する徴収金の賦課徴収及び過

料に関する知事の権限に属する事務は、次に掲げ

る事項を除くほか、課税地を所管する県税事務所

長に委任する。 

(１) 略

(２) 法第58条第４項の規定による主たる事務所

又は事業所を他の都道府県に有する法人の法人

税額又は個別帰属法人税額（第20条第13号に規

定する個別帰属法人税額をいう。第９条におい

て同じ。）の分割の基準となる従業者数の修正の

請求に関する事項 

(３)～(８) 略 

２～４ 略 

（納期限後に納付又は納入する税金又は納入金に係

る延滞金） 

第９条 納税者又は特別徴収義務者は、納期限（納

期限の延長があった場合においては、その延長さ

れた納期限とする。以下この条において同じ。）後

にその税金を納付し、又はその納入金を納入する

場合においては、当該税額又は納入金額にその納

期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日

数に応じ、年14.6パーセントの割合（次の表の左

欄に掲げる税目の同表の中欄に掲げる税額にあっ

ては、それぞれ同表の右欄に定める期間について

の割合は、年7.3パーセントとする。）を乗じて計

算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書

若しくは納税通知書によって納付し、又は納入書

によって納入しなければならない。 

(１) 法

人の県

民税 

 略 

イ 法第53条第

１ 項 、 第 ２

項、第４項又

は第19項の申

告書でその提

出期限までに

提出したもの

 略 
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ウ 法第53条第

１項、第２項

又は第31項の

申告書でその

提出期限後に

提出したもの

に係る税額 

 略 

エ 法第53条第

34項の修正申

告書に係る税

額 

当該修正申告書

を 提 出 し た 日

（法第53条第35

項の規定の適用

が あ る 場 合 で 

あって、当該修

正申告書がその

提出期限前に提

出 さ れ た と き

は、当該修正申

告 書 の 提 出 期

限）までの期間

又はその期間の

末日の翌日から

１月を経過する

日までの期間 

オ 法 人 税 法

（昭和40年法

律第34号）第

75条の２第１

項の規定によ

り提出期限が

延長された申

告書に係る法

人税額の課税

標準の算定期

間の所得に対

する法人税額

を課税標準と

して算定した

法人税割額及

びこれと併せ

て納付すべき

均等割額 

当該法人税額の

課税標準の算定

期間の末日の翌

日以後２月を経

過した日から法

人税法第75条の

２第１項の規定

により延長され

た当該申告書の

提出期限までの

期間 

に係る税額 

ウ 法第53条第

１ 項 、 第 ２

項、第４項又

は第19項の申

告書でその提

出期限後に提

出したものに

係る税額 

 略 

エ 法第53条第

22項の修正申

告書に係る税

額 

当該修正申告書

を 提 出 し た 日

（法第53条第23

項の規定の適用

が あ る 場 合 で 

あって、当該修

正申告書がその

提出期限前に提

出 さ れ た と き

は、当該修正申

告 書 の 提 出 期

限）までの期間

又はその期間の

末日の翌日から

１月を経過する

日までの期間 

オ 法 人 税 法

（昭和40年法

律第34号）第

75条の２第１

項の規定によ

り提出期限が

延長された申

告書に係る法

人税額の課税

標準の算定期

間の所得に対

する法人税額

を課税標準と

して算定した

法人税割額及

びこれと併せ

て納付すべき

均等割額 

当該法人税額の

課税標準の算定

期間の末日の翌

日以後２月を経

過した日から法

人税法第75条の

２第１項の規定

により延長され

た当該申告書の

提出期限までの

期間 

カ 法人税法第

81条の24第１

当該連結法人税

額の課税標準の
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 略 

２～５ 略 

項の規定によ

り提出期限が

延長された申

告書に係る連

結 法 人 税 額

（法第53条第

４項に規定す

る連結法人税

額をいう。以

下この表及び

第40条第５項

に お い て 同

じ。）の課税

標準の算定期

間の法人税法

第２条第18号

の４に規定す

る連結所得に

対する連結法

人税額に係る

個別帰属法人

税額を課税標

準として算定

した法人税割

額及びこれと

併せて納付す

べき均等割額 

算定期間の末日

の翌日以後２月

を経過した日か

ら法人税法第81

条の24第１項の

規定により延長

された当該申告

書の提出期限ま

での期間 

 略 

２～５ 略 

（延滞金の割合の特例） 

第10条 略 

２ 当分の間、前条第１項の表の左欄(１)の同表の

中欄オ及び同表の左欄(３)の同表の中欄オに掲げ

る税額に係る延滞金の年7.3パーセントの割合は、

同条及び前項の規定にかかわらず、各年の平均貸

付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合が

年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その

年中においては、その年における当該加算した割

合とする。 

（延滞金の割合の特例） 

第10条 略 

２ 当分の間、前条第１項の表の左欄(１)の同表の

中欄オ及びカ並びに同表の左欄(３)の同表の中欄

オに掲げる税額に係る延滞金の年7.3パーセントの

割合は、同条及び前項の規定にかかわらず、各年

の平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算し

た割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合に

は、その年中においては、その年における当該加

算した割合とする。 

（用語） 

第20条 この節において、次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

（用語） 

第20条 この節において、次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 
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(１)～(12) 略 

(13) 資本金等の額 法第23条第１項第４号の２

に規定する資本金等の額をいう。 

(14) 略

(１)～(12) 略 

(13) 個別帰属法人税額 法第23条第１項第４号

の２に規定する個別帰属法人税額をいう。 

(14) 資本金等の額 法第23条第１項第４号の５

に規定する資本金等の額をいう。 

(15) 略

（法人税割の税率） 

第40条 略 

２ 前項の表(２)イの中小法人等とは、法人のう

ち、資本金の額若しくは出資金の額が１億円以下

のもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの

（保険業法（平成７年法律第105号）に規定する相

互会社を除く。）又は第21条第６項において法人と

みなされるものであって、かつ、法人税割の課税

標準となる法人税額が年1,000万円以下のものをい

う。 

３ 略 

４ 第２項の規定を適用する場合において、他の都

道府県において事務所又は事業所を有する法人の

法人税割の課税標準となる法人税額が年1,000万円

以下であるかどうかの判定は、法第57条第１項

（法第１条第２項において準用する場合を含む。）

の規定により関係都道府県に分割される前の額に

よるものとする。 

５ 法人税額の課税標準の算定期間が１年に満たな

い法人に対する第２項の規定の適用については、

同項中「年1,000万円」とあるのは、「1,000万円に

当該法人税額の課税標準の算定期間の月数を乗じ

て得た額を12で除して計算した金額」とする。 

６ 略 

（法人税割の税率） 

第40条 略 

２ 前項の表(２)イの中小法人等とは、法人のう

ち、資本金の額若しくは出資金の額が１億円以下

のもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの

（保険業法（平成７年法律第105号）に規定する相

互会社を除く。）又は第21条第６項において法人と

みなされるものであって、かつ、法人税割の課税

標準となる法人税額又は個別帰属法人税額が年

1,000万円以下のものをいう。 

３ 略 

４ 第２項の規定を適用する場合において、他の都

道府県において事務所又は事業所を有する法人の

法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属

法人税額が年1,000万円以下であるかどうかの判定

は、法第57条第１項（法第１条第２項において準

用する場合を含む。）の規定により関係都道府県に

分割される前の額によるものとする。 

５ 法人税額又は連結法人税額の課税標準の算定期

間が１年に満たない法人に対する第２項の規定の

適用については、同項中「年1,000万円」とあるの

は、「1,000万円に当該法人税額又は連結法人税額

の課税標準の算定期間の月数を乗じて得た額を12

で除して計算した金額」とする。 

６ 略 

（法人の県民税の申告納付） 

第43条 県民税を申告すべき法人は、法第53条の規

定により、同条第１項、第２項、第31項、第34項

及び第35項の申告書を知事に提出し、及びその税

額を納付書によって納付しなければならない。 

２ 法第53条第１項、第31項及び第35項の規定によ

り申告書を提出すべき法人は、当該申告書（同条

第１項後段の規定により提出があったものとみな

された申告書を除く。）の提出期限後においても、

法第55条第４項の規定による更正又は決定の通知

があるまでは、前項の規定により申告書を提出

（法人の県民税の申告納付） 

第43条 県民税を申告すべき法人は、法第53条の規

定によって、同条第１項、第２項、第４項、第19

項、第22項及び第23項の申告書を知事に提出し、

及びその税額を納付書によって納付しなければな

らない。 

２ 法第53条第１項、第４項、第19項及び第23項の

規定によって申告書を提出すべき法人は、当該申

告書（同条第１項後段の規定により提出があった

ものとみなされた申告書を除く。）の提出期限後に

おいても、法第55条第４項の規定による更正又は

決定の通知があるまでは、前項の規定によって申
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し、及びその申告した税額を納付することができ

る。 

３ 法人税法第71条第１項若しくは同法第144条の３

第１項の規定により法人税に係る申告書を提出す

る義務がある法人又は法第53条第２項の規定によ

り申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課

税標準の算定期間又はその事業年度開始の日から

６月経過日（法第53条第２項に規定する６月経過

日をいう。以下この項において同じ。）の前日まで

の期間中において県内に当該法人の寮等のみが所

在する場合は、第１項（法人税法第71条第１項又

は第144条の３第１項に係る部分に限る。）又は法

第53条第２項の規定にかかわらず、当該法人税額

の課税標準の算定期間又は当該事業年度開始の日

から６月経過日の前日までの期間に係る均等割額

について申告納付することを要しない。 

４ 特定法人（法第53条第56項に規定する特定法人

をいう。）である内国法人（法第23条第１項第３号

イに規定する内国法人をいう。以下同じ。）は、第

１項の規定にかかわらず、法第53条第55項に規定

する方法により同項の申告を行わなければならな

い。 

５ 略 

６ 前項の申告書記載事項、納税申告書、添付書類

記載事項又は添付書類とは、それぞれ法第53条第

55項に規定する申告書記載事項、納税申告書、添

付書類記載事項又は添付書類をいう。 

（法人の県民税の徴収猶予の申請） 

第45条の２ 法人の県民税の納税義務者は、法第55

条の２第１項の規定により徴収猶予を申請する場

合には、法第55条の２第６項の施行令に掲げる事

項を記載した申請書を知事に提出するとともに、

申請に係る金額に相当する担保を提供しなければ

ならない。 

（法人の均等割の税率の特例） 

第53条の20 平成20年４月１日から令和５年３月31

日までの間に開始する各事業年度又は法第52条第

２項第３号の期間に係る法人の均等割の税率は、

第41条の規定にかかわらず、同条の表の法人の欄

に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の税率の欄に

定める額に次の表の加算額の欄に定める額を加算

した額とする。 

告書を提出し、及びその申告した税額を納付する

ことができる。 

３ 法人税法第71条第１項の規定によって法人税に

係る申告書を提出する義務がある法人又は法第53

条第２項の規定によって申告書を提出すべき法人

は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその

連結事業年度（法人税法第15条の２に規定する連

結事業年度をいう。以下この項、第53条の20及び

第61条第３項において同じ。）開始の日から６月の

期間中において県内に当該法人の寮等のみが所在

する場合は、第１項（法人税法第71条第１項及び

法第53条第２項に係る部分に限る。）の規定にかか

わらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は

当該連結事業年度開始の日から６月の期間に係る

均等割額について申告納付することを要しない。 

４ 特定法人（法第53条第47項に規定する特定法人

をいう。）である内国法人（法第23条第１項第３号

イに規定する内国法人をいう。以下同じ。）は、第

１項の規定にかかわらず、法第53条第46項に規定

する方法により同項の申告を行わなければならな

い。 

５ 略 

６ 前項の申告書記載事項、納税申告書、添付書類

記載事項又は添付書類とは、それぞれ法第53条第

46項に規定する申告書記載事項、納税申告書、添

付書類記載事項又は添付書類をいう。 

（法人の県民税の徴収猶予の申請） 

第45条の２ 法人の県民税の納税義務者は、法第55

条の２第１項又は法第55条の４第１項の規定に 

よって徴収猶予を申請する場合には、法第55条の

２第６項又は法第55条の４第６項の施行令に掲げ

る事項を記載した申請書を知事に提出するととも

に、申請に係る金額に相当する担保を提供しなけ

ればならない。 

（法人の均等割の税率の特例） 

第53条の20 平成20年４月１日から令和５年３月31

日までの間に開始する各事業年度若しくは各連結

事業年度又は法第52条第２項第４号の期間に係る

法人の均等割の税率は、第41条の規定にかかわら

ず、同条の表の法人の欄に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ同表の税率の欄に定める額に次の表の加算

額の欄に定める額を加算した額とする。 
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 略 

（法人の区分経理の義務） 

第56条 医療法人又は医療施設（法第72条の23第２

項の施行令で定めるものを除く。）に係る事業を行

う農業協同組合連合会（法第72条の５第１項第５

号に規定する特定農業協同組合連合会を除く。）で

事業税の納税義務があるものは、当該法人の事業

から生ずる所得について、法第72条の23第２項の

規定により当該法人の事業税の課税標準とすべき

所得の計算上益金の額及び損金の額に算入されな

いものとされる部分をその他の部分と区分して経

理しなければならない。 

２ 略 

（法人の事業税の申告納付） 

第60条 事業税の納税義務がある法人は、各事業年

度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金

額につき次の表の法人の欄に掲げる区分に応じ、

それぞれ同表の期間の欄に定める期間内に法第72

条の25第11項の総務省令で定める様式による申告

書を知事に提出し、及びその税額を納付書によっ

て納付しなければならない。 

法人 期間 

 略 

(５) 法第72条の

26第１項の規定

の適用を受ける

法人 

当該法人の当該事業年度の

開始の日から６月経過日

（法第72条の26第１項に規

定 す る ６月経 過 日 を い

う。）から２月以内の期間 

 略 

（法人の事業税の期限後申告及び修正申告納付） 

第61条 略 

２ 略 

３ 前条又は第１項の規定により申告書を提出した

法人（収入割のみを申告納付すべきものを除く。）

は、前項の規定によるほか、当該申告に係る事業

税の計算の基礎となった事業年度に係る法人税の

課税標準について税務官署の更正又は決定を受け

たときは、当該税務官署が当該更正又は決定の通

知をした日から１月以内に、当該更正又は決定に

係る課税標準を基礎として、法第72条の31第３項

 略 

（法人の区分経理の義務） 

第56条 医療法人又は医療施設（法第72条の23第２

項の施行令で定めるものを除く。）に係る事業を行

う農業協同組合連合会（法第72条の５第１項第５

号に規定する特定農業協同組合連合会を除く。）で

事業税の納税義務があるものは、当該法人の事業

から生ずる所得について、法第72条の23第２項の

規定によって当該法人の事業税の課税標準とすべ

き所得の計算上益金の額及び損金の額又は法人税

法第81条の18第１項に規定する個別帰属益金額及

び同項に規定する個別帰属損金額に算入されない

ものとされる部分をその他の部分と区分して経理

しなければならない。 

２ 略 

（法人の事業税の申告納付） 

第60条 事業税の納税義務がある法人は、各事業年

度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金

額につき次の表の法人の欄に掲げる区分に応じ、

それぞれ同表の期間の欄に定める期間内に法第72

条の25第11項の総務省令で定める様式による申告

書を知事に提出し、及びその税額を納付書によっ

て納付しなければならない。 

法人 期間 

 略 

(５) 法第72条の

26第１項の規定

の適用を受ける

法人 

当該法人の当該事業年度の

開始の日から６月を経過し

た日から２月以内の期間 

 略 

（法人の事業税の期限後申告及び修正申告納付） 

第61条 略 

２ 略 

３ 前条又は第１項の規定によって申告書を提出し

た法人（収入割のみを申告納付すべきものを除

く。）は、前項の規定によるほか、当該申告に係る

事業税の計算の基礎となった事業年度に係る法人

税の課税標準について税務官署の更正又は決定を

受けたとき（当該法人が、当該事業年度において

法人税法第２条第16号に規定する連結申告法人

（同条第12号の７に規定する連結子法人に限る。）
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の総務省令で定める様式による修正申告書を提出

するとともに、その修正により増加した税額があ

るときはこれを納付しなければならない。 

（法人の事業税の徴収猶予の申請） 

第61条の３ 略 

２ 法人の事業税の納税義務者は、法第72条の39の

２第１項の規定により徴収猶予を申請する場合に

は、法第72条の39の２第６項の施行令に掲げる事

項を記載した申請書を知事に提出するとともに、

申請に係る金額に相当する担保を提供しなければ

ならない。 

（新設法人等の届出） 

第62条 略 

２・３ 略 

である場合にあっては、当該事業年度終了の日の

属する連結事業年度において当該法人との間に同

条第12号の７の７に規定する連結完全支配関係

（第62条第４項において「連結完全支配関係」と

いう。）がある同法第２条第12号の６の７に規定す

る連結親法人（第62条第４項において「連結親法

人」という。）が当該連結事業年度に係る法人税の

課税標準について税務官署の更正又は決定を受け

たとき）は、当該税務官署が当該更正又は決定の

通知をした日から１月以内に、当該更正又は決定

に係る課税標準を基礎として、法第72条の31第３

項の総務省令で定める様式による修正申告書を提

出するとともに、その修正により増加した税額が

あるときはこれを納付しなければならない。 

（法人の事業税の徴収猶予の申請） 

第61条の３ 略 

２ 法人の事業税の納税義務者は、法第72条の39の

２第１項又は法第72条の39の４第１項の規定に 

よって徴収猶予を申請する場合には、法第72条の

39の２第６項又は法第72条の39の４第６項の施行

令に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出す

るとともに、申請に係る金額に相当する担保を提

供しなければならない。 

（新設法人等の届出） 

第62条 略 

２・３ 略 

４ 法人税法第４条の２の承認を受けた法人は、承

認を受けた日から２月以内に、その承認を受けた

日並びに当該法人との間に連結完全支配関係があ

る連結親法人の名称及び事務所又は事業所の所在

地（当該法人が連結親法人である場合にあって

は、その旨）を知事に届け出なければならない。 

５ 法人税法第４条の５第１項若しくは第２項の規

定により同法第４条の２の承認を取り消され、若

しくは取り消されたものとみなされ、又は同法第

４条の５第３項の承認を受けた法人は、同法第４

条の２の承認を取り消され、若しくは取り消され

たものとみなされた日又は同法第４条の５第３項

の承認を受けた日から２月以内に、その旨を知事

に届け出なければならない。 

第４条 鳥取県税条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 
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改 正 後 改 正 前 

（環境性能割の申告納付） 

第137条の９ 環境性能割の納税義務者は、次の各号

に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める

時又は日までに、法第160条第１項の総務省令で定

める様式により、環境性能割の課税標準額及び税

額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提

出するとともに、その申告した税額を県に納付し

なければならない。 

(１)・(２) 略

(３) 前２号に掲げる自動車以外の自動車で、道

路運送車両法第67条第１項の規定による自動車

検査証の変更記録を受けるべき自動車 当該変

更記録を受けるべき事由があった日から15日を

経過する日（その日前に当該変更記録を受けた

ときは、当該変更記録の時） 

(４) 略

２ 略 

（種別割の賦課徴収に関する申告） 

第144条 種別割の納税義務者は、新規登録、道路運

送車両法第12条の規定による変更登録若しくは移

転登録の申請又は同法第67条第１項の規定による

自動車検査証の変更記録の手続をする場合には、

法第177条の13第１項の総務省令で定める様式に 

よって、種別割の賦課徴収に関し必要な事項を記

載した申告書又は報告書を知事に提出しなければ

ならない。 

（環境性能割の申告納付） 

第137条の９ 環境性能割の納税義務者は、次の各号

に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める

時又は日までに、法第160条第１項の総務省令で定

める様式によって、環境性能割の課税標準額及び

税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に

提出するとともに、その申告した税額を県に納付

しなければならない。 

(１)・(２) 略

(３) 前２号に掲げる自動車以外の自動車で、道

路運送車両法第67条第１項の規定による自動車

検査証の記入を受けるべき自動車 当該記入を

受けるべき事由があった日から15日を経過する

日（その日前に当該記入を受けたときは、当該

記入の時） 

(４) 略

２ 略 

（種別割の賦課徴収に関する申告） 

第144条 種別割の納税義務者は、新規登録、道路運

送車両法第12条の規定による変更登録若しくは移

転登録の申請又は同法第67条第１項の規定による

自動車検査証の記入の手続をする場合には、法第

177条の13第１項の総務省令で定める様式によっ

て、種別割の賦課徴収に関し必要な事項を記載し

た申告書又は報告書を知事に提出しなければなら

ない。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

(１) 第１条中鳥取県税条例第137条及び第137条の15の改正規定 公布の日

(２) 第２条、次条及び附則第３条の規定 令和３年１月１日

(３) 第３条、附則第４条並びに附則第５条第２項及び第３項の規定 令和４年４月１日

(４) 第４条の規定 道路運送車両法の一部を改正する法律（令和元年法律第14号）附則第１条第６号に掲げ

る規定の施行の日 

（延滞金に関する経過措置） 

第２条 第２条の規定による改正後の鳥取県税条例（次条において「３年新条例」という。）第10条の規定は、

前条第２号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延

滞金については、なお従前の例による。 

（個人の県民税に関する経過措置） 

第３条 ３年新条例第23条の規定は、令和３年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和２年度分ま 
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での個人の県民税については、なお従前の例による。 

（法人の県民税に関する経過措置） 

第４条 第３条の規定による改正後の鳥取県税条例（以下「４年新条例」という。）の規定中法人の県民税に関

する部分は、附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日（以下「４年新条例施行日」という。）以後に開始す

る事業年度（所得税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第   号。以下「所得税法等改正法」とい

う。）第３条の規定（所得税法等改正法附則第１条第５号ロに掲げる改正規定に限る。）による改正前の法人税

法（以下「４年旧法人税法」という。）第２条第12号の７に規定する連結子法人（以下「連結子法人」とい

う。）の連結親法人事業年度（４年旧法人税法第15条の２第１項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下

同じ。）が４年新条例施行日前に開始した事業年度を除く。）に係る法人の県民税について適用する。 

２ ４年新条例施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法人事業年度が４年新条例施行日前に開始し

た事業年度を含む。）に係る法人の県民税及び４年新条例施行日前に開始した連結事業年度（４年旧法人税法

第15条の２第１項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。）（連結子法人の連結親法人事業年度が４年新条

例施行日前に開始した連結事業年度を含む。）に係る法人の県民税については、第３条の規定による改正前の

鳥取県税条例（以下「４年旧条例」という。）の規定中法人の県民税に関する部分は、なおその効力を有す

る。 

（法人の事業税に関する経過措置） 

第５条 第１条の規定による改正後の鳥取県税条例（以下「新条例」という。）の規定中法人の事業税に関する

部分は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に開始する事業年度に係る法人の事業税につい

て適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。 

２ ４年新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、４年新条例施行日以後に開始する事業年度（連結子法人

の連結親法人事業年度が４年新条例施行日前に開始した事業年度を除く。）に係る法人の事業税について適用

する。 

３ ４年新条例施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法人事業年度が４年新条例施行日前に開始し

た事業年度を含む。）に係る法人の事業税については、４年旧条例の規定中法人の事業税に関する部分は、な

おその効力を有する。 

（ゴルフ場利用税に関する経過措置） 

第６条 施行日前のゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、第１条の規定による改正前の鳥

取県税条例第127条第１項第３号の規定は、なおその効力を有する。 

（規則への委任） 

第７条 第201回国会において地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第   号）が原案どおり成立

しない場合における鳥取県税条例の規定の適用に関し必要な事項その他この条例の施行に関し必要な経過措置

は、規則で定める。 
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鳥取県債権回収計画等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和２年３月 27 日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

鳥取県条例第９号 

鳥取県債権回収計画等に関する条例の一部を改正する条例 

鳥取県債権回収計画等に関する条例（平成25年鳥取県条例第36号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（目的） 

第１条 この条例は、金銭の給付を目的とする県の権

利（徴収金債権（地方税法（昭和25年法律第226号）

第１条第１項第14号に規定する地方団体の徴収金に

係る債権をいう。以下同じ。）を除く。以下「県の債

権」という。）の回収（履行期限を経過した県の債権

を保全し、又は取り立てることをいう。以下同じ。）

を計画的に行うことにより、県の債権の管理の適正

化を図ることを目的とする。 

（目的） 

第１条 この条例は、金銭の給付を目的とする県の権

利（地方税法（昭和25年法律第226号）第１条第１項

第14号に規定する地方団体の徴収金に係る債権を除

く。以下「県の債権」という。）の回収（履行期限を

経過した県の債権を保全し、又は取り立てることを

いう。以下同じ。）を計画的に行うことにより、県の

債権の管理の適正化を図ることを目的とする。 

（債権回収計画の策定等） 

第２条 略 

（債権回収計画の策定等） 

第２条 略 

（債権の管理により収集した情報の利用等） 

第３条 実施機関（鳥取県個人情報保護条例（平成11

年鳥取県条例第３号）第２条第３号に規定する実施

機関をいう。以下同じ。）は、県の債権のうち法令の

規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により

処分することができるもの（以下「強制徴収公債

権」という。）について、履行期限までに履行しない

者があるときは、当該強制徴収公債権の管理に必要

な範囲内において、当該強制徴収公債権以外の強制

徴収公債権及び県の債権のうち強制徴収公債権以外

のもの（以下「非強制徴収債権」という。）並びに徴

収金債権の管理により収集した情報を利用し、又は

他の実施機関に提供することができる。 

２ 実施機関は、非強制徴収債権について、履行期限

までに履行しない者があるときは、当該非強制徴収

債権の管理に必要な範囲内において、当該非強制徴

収債権以外の非強制徴収債権の管理により収集した

情報を利用し、又は他の実施機関に提供することが

できる。 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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鳥取県職員定数条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和２年３月27日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

鳥取県条例第10号 

鳥取県職員定数条例の一部を改正する条例 

鳥取県職員定数条例（平成６年鳥取県条例第４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（定数） 

第２条 職員の定数は、次のとおりとする。 

(１) 知事の事務部局の職員 2,817人

ア 一般会計支弁に係る職員 2,807人

イ 略

(２) 教育委員会の事務局及び学校その他の教育

機関の職員 2,228人 

ア 県立学校の職員 2,027人

イ アに掲げる職員以外の職員 201人

(３) 略

(４) 監査委員の事務局の職員 13人

(５)～(７) 略 

(８) 企業局の職員 56人

(９) 略

(10) 県費負担教職員 4,024人

２ 略 

（定数） 

第２条 職員の定数は、次のとおりとする。 

(１) 知事の事務部局の職員 2,821人

ア 一般会計支弁に係る職員 2,811人

イ 略

(２) 教育委員会の事務局及び学校その他の教育

機関の職員 2,244人 

ア 県立学校の職員 2,045人

イ アに掲げる職員以外の職員 199人

(３) 略

(４) 監査委員の事務局の職員 14人

(５)～(７) 略 

(８) 企業局の職員 59人

(９) 略

(10) 県費負担教職員 4,029人

２ 略 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例をここに公布する。 

令和２年３月27日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

鳥取県条例第11号 

鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 

鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成14年鳥取県条例第３号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（職員の派遣） 

第２条 任命権者（法第２条第１項に規定する任命

権者をいう。以下同じ。）は、地域医療を担う公的

病院を開設している公益的法人等であって知事が

別に定めるものとの間の取決めに基づき医師であ

る職員（次項に定める職員を除く。以下この項に

おいて同じ。）を派遣することができるほか、次に

掲げる公益的法人等との間の取決めに基づき、当

該公益的法人等の業務にその役職員として専ら従

事させるため、職員を派遣することができる。 

(１) 一般社団法人又は一般財団法人のうち次に

掲げるもの 

ア～ス 略

セ 公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

ソ 公益社団法人全国自治体病院協議会

タ 略

チ 略

ツ 略

(２)～(５) 略 

(６) 地方税共同機構

(７) 略

２・３ 略 

（職員の派遣） 

第２条 任命権者（法第２条第１項に規定する任命

権者をいう。以下同じ。）は、地域医療を担う公的

病院を開設している公益的法人等であって知事が

別に定めるものとの間の取決めに基づき医師であ

る職員（次項に定める職員を除く。以下この項に

おいて同じ。）を派遣することができるほか、次に

掲げる公益的法人等との間の取決めに基づき、当

該公益的法人等の業務にその役職員として専ら従

事させるため、職員を派遣することができる。 

(１) 一般社団法人又は一般財団法人のうち次に

掲げるもの 

ア～ス 略

セ 略

ソ 略

タ 略

(２)～(５) 略 

(６) 略

２・３ 略 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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鳥取県附属機関条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和２年３月27日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

鳥取県条例第12号 

鳥取県附属機関条例の一部を改正する条例 

鳥取県附属機関条例（平成25年鳥取県条例第53号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

別表第１（第２条関係） 

名称 調査審議する事項 

 略 

鳥取県いじめ

問題検証委員

会 

(１) 略

(２) 県内の学校におけるいじ

めが原因と考えられる児童・

生徒の重大な事故であって、

いじめ防止対策推進法第28条

第１項又は同法第30条第２項

の規定による調査が行われて

いないもの等の検証に関する

事項 

 略 

鳥取県死因究

明等推進協議

会 

死因究明等推進基本法（令和元

年法律第33号）第30条に規定す

る死因究明等推進地方協議会の

所掌に属する事項として同条に

規定する事項 

 略 

別表第１（第２条関係） 

名称 調査審議する事項 

 略 

鳥取県いじめ

問題検証委員

会 

(１) 略

(２) 県内の学校におけるいじ

めが原因と考えられる児童・

生徒の重大な事故であって、

いじめ防止対策推進法第28条

第１項又は同法第30条第２項

の規定による調査が行われて

いないもの等の検証に関する

事項 

鳥取県新鳥取

県史編さん委

員会 

新鳥取県史編さん事業の基本方

針及び新鳥取県史の刊行計画等

に関する事項 

 略 

鳥取県死因究

明等推進協議

会 

死因究明及び身元確認の推進に

係る施策の検討に関する事項 

 略 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和２年３月27日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

鳥取県条例第13号 

職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 

職員の服務の宣誓に関する条例（昭和26年鳥取県条例第４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（職員の服務の宣誓） 

第２条 略 

２ 地方公務員法第22条の２第１項に規定する会計

年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規

定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをする

ことができる。 

（職員の服務の宣誓） 

第２条 略 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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 職員の特殊勤務手当に関する条例及び警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。 

令和２年３月27日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

鳥取県条例第14号 

職員の特殊勤務手当に関する条例及び警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

（職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和27年鳥取県条例第39号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（困難折衝等業務手当） 

第３条 困難折衝等業務手当は、次に掲げる場合に

支給する。 

(１) 略

(２) 職員が次に掲げる規定その他の福祉に関す

る法令の規定に基づき、援護、育成、更生その

他の措置を要する者を訪問し、接見して行う心

身に著しい負担を与える指導、相談又は調査そ

の他これらに準ずると人事委員会が認める業務

（次号及び第５号に掲げる業務を除く。）に従事

したとき。 

ア 略

イ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第11条

第１項第２号ロからヘまでの規定 

ウ・エ 略

(３)～(６) 略 

２ 略 

（児童生活支援業務手当） 

第５条 略 

２ 前項の手当の額は、職員が業務に従事した月１

月につき22,000円とする。 

（放射線取扱手当） 

第６条 放射線取扱手当は、次に掲げる場合に支給

する。 

(１) 医療用放射線取扱作業に従事する診療放射

（困難折衝等業務手当） 

第３条 困難折衝等業務手当は、次に掲げる場合に

支給する。 

(１) 略

(２) 職員が次に掲げる規定その他の福祉に関す

る法令の規定に基づき、援護、育成、更生その

他の措置を要する者を訪問し、接見して行う心

身に著しい負担を与える指導、相談又は調査そ

の他これらに準ずると人事委員会が認める業務

（次号及び第５号に掲げる業務を除く。）に従事

したとき。 

ア 略

イ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第11条

第１項第２号ロからホまでの規定 

ウ・エ 略

(３)～(６) 略 

２ 略 

（児童生活支援業務手当） 

第５条 略 

２ 前項の手当の額は、職員が業務に従事した月１

月につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 前項第１号の業務 22,000円

(２) 前項第２号の業務 11,000円

（放射線取扱手当） 

第６条 放射線取扱手当は、次に掲げる場合（月の

初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、

その実効線量が100マイクロシーベルト以上であっ

たことが人事委員会が定める測定方法により認め

られた場合に限る。）に支給する。 

(１) 医療用放射線取扱作業に従事する診療放射
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線技師がエックス線その他の放射線を人体に対

して照射する作業に従事したとき（月の初日か

ら末日までの間に外部放射線を被ばくし、その

実効線量が100マイクロシーベルト以上であった

ことが人事委員会が定める測定方法により認め

られた場合に限る。次号において同じ。）。 

(２) 略

(３) 電離放射線障害防止規則（昭和47年労働省

令第41号）第３条第１項第１号に規定する区域

において職員が放射線を照射する作業に従事し

たとき。 

２ 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 前項第１号及び第２号の業務 職員が業務

に従事した月１月につき5,500円 

(２) 前項第３号の業務 職員が業務に従事した

日１日につき300円 

線技師がエックス線その他の放射線を人体に対

して照射する作業に従事したとき。 

(２) 略

２ 前項の手当の額は、職員が業務に従事した月１

月につき5,500円とする。 

（警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

第２条 警察職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和29年鳥取県条例第40号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（身辺警護手当） 

第19条 身辺警護手当は、次に掲げる場合に支給す

る。 

(１) 職員が天皇又は皇后、上皇、上皇后、皇太

子、皇太子妃、皇嗣若しくは皇嗣妃の側近警衛

の作業に従事したとき。 

(２)・(３) 略

２ 略 

（身辺警護手当） 

第19条 身辺警護手当は、次に掲げる場合に支給す

る。 

(１) 職員が天皇又は皇后、皇太子若しくは皇太

子妃の側近警衛の作業に従事したとき。 

(２)・(３) 略

２ 略 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、公布の日から施行する。 




